
ご入学おめでとうございます！ 

土建国保と仲間の健康を守る運動の強化 
①財務省宛予算要求はがきにご協力下さい。 

1人はがき4枚1シートを目標に取り組みます。 

一昨年から 1ヶ月前倒しで取り組んでいます。 

10月 11月で財務省宛てに取り組みます。 

②就業実態調査、土建国保種類が外注手間請の

方。対象となる方に直接ご協力をお願いしてい

ます。ご理解ください。 

秋の拡大月間のご協力に感謝いたします 
組合の仲間を増やす大運動、秋の拡大月間 9

～10月に69人の仲間を増やすことを目標に取り

組み結果は 58人と目標達成には至りませんでし

た。今年は、コロナ禍、仕事や生活に関わる「相

談は組合へ」と声掛けをお願いし様々な手続き

など個別相談の徹底をかかげて取り組んできま

した。取り組みへのご参加・ご協力、未加入者

のご紹介など、本当にありがとうございました。

拡大月間を問わず、組合加入をご検討される方

のご紹介を引き続きお願い致します。 

組合事務所閉所について 
○12月 2日(木)午後 書記局会議のため 

事務所を閉めさせていただきます。ご不便をおか

け致しますが、何卒よろしくお願いいたします。 
 

一人で 100筆集める“チャレンジャー”登録も

ります。 

土建国保と仲間の健康を守る運動の強化を 
①財務省宛ての予算要求はがきにご協力下さい。 

1人はがき 4枚 1シートを目標に取り組みます。 

★以下の簡単例文を参考にしてください。 

［1］「私は東京で○○(職種を記入)をしています。建設

国保の補助金を増やしてください。」 

［2］「私は東京で○○(職種を記入)をしています。大切

な建設国保を守ってください。」 

②健康診査を全ての仲間（組合員・家族）が受診し

ましょう。東京土建国保の受診率ＵＰが必要です。 

★江戸川橋診療所・代々木病院の日曜日・夜間健診

も活用しながら、すべての仲間(組合員と家族)が年

度 1回受診するように呼びかけを強めて下さい。 

★事業所でまとめて土建国保提携外医療機関で受

診している場合は事業所健診補助制度にご申請を。

③今年度は就業実態調査が実施されています。補助

率に関わる重要な必須の手続きとなります。対象と

なっている方で未提出の方はご提出をお願いいた

します。ご不明な場合は支部までご連絡下さい。 

 

8 月はお休みです 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群会議の話題 
無料法律相談会 

申込みは組合まで℡０３（３３６２）２１６１ 

11 月 19 日（金）  ／  12 月 20 日（月） 

時間は 13：30～16：00（一コマ 30 分） 

時間は 13：30～16：00（一コマ 30 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３話でご予約下さい。 

No387 号（2021 年 11 月 10 日）  東京土建新宿支部 

コロナのご相談は組合へ！ 
コロナの影響で、困っている組合員の個別相談

に公的制度の最新情勢などを踏まえ、手続きのお

手伝いなど相談対応は随時実施中です。 

「月次支援金」（経済産業省） 

対象期間が 10月まで延長され 12月末までに申請。 

「月次支援金」の上乗せと横出し（東京都） 

対象期間が 10月までに延長されています。 

コロナ感染した場合の感染症手当金 

対象期間が 9月末分まで⇒12月末までに申請。 

コロナの影響による収入減の国保料免除制度 

減少 50％で 4カ月、40％で 3カ月、30％で 2カ月分 

11月 19日（金）までが最終申請期日です。 

 
【厚生年金・算定基礎届】 

標準報酬決定通知書提出のお願い 
『被保険者標準報酬決定通知書』が日本年

金機構から送られています。ご提出がまだの

事業所は、支部へＦＡＸしてください。 

消費税「インボイス制度」 

インボイス制度（適格請求書等保存方式）の事

業者登録が 10月から始まっていますが、急いで

登録せずに、制度の内容を周知の上、実態に即

した対応をしていきましょう。売上 1,000万円

未満の免税業者が課税業者になることが迫られ

る可能性があります。組合では、制度の実施延

期や中止を求めて取り組みを行っています。 

※詳しくは、支部事務所へお問い合わせ下さい。 

アスベスト法改正に伴う資格取得の課題 

「建築物石綿含有建材調査者」の緊急講習会 

12月 14日～15日（石綿作業主任者者限定） 

1月 6日～7日（学歴・実務経験でも受講可能） 

3月 7日～8日（学歴・実務経験でも受講可能） 

2023年 10月から建築物の石綿含有調査は、国が

指定した団体で「建築物石綿含有建材調査者」

を受講し試験に合格した者に限定されます。 

後継者＆厚生文化「ソフトボール大会」 

［日時］12月 19日(日)(仮)※決まり次第ご案内 

［場所］明治神宮外苑球場室内球技場(仮) 


